
新型コロナ関連の休業による社会保険料
の標準報酬月額の特例改定の延長（厚労
省）

令和３年４月から７月までの間に、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がっ

た被保険者の方が一定の条件を満たす場合、通常の随

時改定（４ヶ月目に改定）によらず、特例により翌月

から改定が可能です。

次のすべてに該当する方が対象で、申請期限は今年

９月末日必着となっています。

【対象となる方】

□ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時

間単位を含む）があったことにより、令和3年4月

から令和3年7月までの間に、報酬が著しく低下し

た月が生じた方

□ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額

（１か月分）が、既に設定されている標準報酬月

額に比べて２等級以上下がった方

※固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動

がない場合も対象となります。

□ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同

意している。

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同

意が必要となります。（改定後の標準報酬月

額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年

金の額が算出されることへの同意を含みます。）

【対象となる保険料】

急減した月の翌月以降の保険料が対象になります。

【その他の条件など】

□ 急減月とその前２ケ月のいずれかで「賃金支払基

礎日数」と「新型コロナウイルス感染症の影響に

より事業主から休業命令や自宅待機指示などによっ

て休業となり無給だった日数」の合計が17日※未

満の月がある場合、特例改定の対象外です。

※特定適用事業所等の短時間被保険者は11日間

□ 実際の報酬支払の日数が17日※以上となった月に

受けた報酬額を基にした標準報酬月額が、特例改

定による標準報酬月額に比べて２等級以上、上昇

した場合には、その翌月から休業が回復した月に

おける標準報酬月額に改定する必要があります。

※特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上

男性版の産休（出生時育児休業）等、育
児介護休業法の改正（厚労省）

６月３日、改正育児介護休業法等が衆院本会議で成

立し、出生時育児休業（男性版の産休）が創設されま

した。

この制度は、現行制度の育児休業とは別に下記の休

業を取得可能とする制度です。 その他、「育児休業

の分割取得」「有期雇用労働者の育児・介護休業取得

要件が緩和」などの改正がありました。

事業主には「育児休業を取得しやすい雇用環境の整

備（研修、相談窓口設置等）」「妊娠・出産（本人ま

たは配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周

知・意向確認の措置』が義務付けられます（令和３年

４月から段階的に施行予定）。

【出生時育児休業】

・対象期間と日数 出生後８週間以内に４週間まで

・申し出期限 原則休業の２週間前まで

・分割取得 最大２回まで分割可

・休業中の就業 労働者が合意した範囲で休業中に

就業可（労使協定の締結必須）

【育児休業の分割取得】

分割して２回まで取得可能に（男性は出生時育児

休業と別に２回まで）。

【有期雇用労働者の休業取得要件緩和】

「引き続き雇用された期間が１年以上であること」

という要件を撤廃し、「１歳６ヶ月になるまでの

間に計画が満了することが明らかでない場合」に

休業を取得可能に。（労使協定で継続雇用１年未

満の有期雇用労働者を除外することができます。）
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健康保険法等の一部改正について （厚
労省）

６月４日、衆議院本会議で改正健康保険法が成立し

ました。この法改正は「全世代対応型の社会保障制度

を構築するため」必要な措置を講じることを目的とす

るもので、人事労務関連では次の制度の改正がありま

した。

【傷病手当金の支給期間について】

これまで、支給開始の日から起算して１年６ヶ

月を超えない期間、支給するとされていましたが、

今後は支給開始の日から通算して１年６ヶ月間ま

で、支給されることとなりました。

通途中、出勤する等で不支給となった場合、そ

の日数分、受給期間が延長されることとなります。

令和４年１月施行予定です。

【育児休業中の社会保険料免除について R4.10～】

月内に２週間以上、育児休業を取得した場合、

その月の社会保険料を免除することとなりました。

賞与の社会保険料についてはて、ひと月を超え

る育児休業を取得している場合に限り、免除する

とのことです。

令和４年10月施行予定です。

新型コロナ感染症の影響による労働保険
料の納付にかかる猶予制度について
（厚労省）

新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険

料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の「納付

の猶予」または「換価の猶予」を受けられる場合があ

ります。猶予が認められた場合には、猶予期間中の延

滞金の免除や、財産の差押えの猶予又は解除といった

効果を受けられます。

また令和２年２月１日～令和３年２月１日に納期限

となる労働保険料について既に「特例猶予の許可」を

受けていて、猶予期間内の納付が困難な場合は、所轄

労働局にお早めにご相談なさってください。

継続して換価の猶予が適用される場合もあるとのこ

とです。

８月以降の雇用調整助成金の特例措置等
について （厚労省）

新型コロナウイルス感染症に係る「雇用調整助成金」

「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症

対応休業支援金・給付金」の特例措置については、５

月以降、措置の水準をある程度減額しつつ、特に業況

が厳しい事業主等に対し特例を設けて期間が延長され

てきました。

厚労省はこれらの特例措置の期間を７月末まで延長

し、さらに８月末まで延長する方針である旨を発表し

ています。

また９月以降の措置については、雇用情勢を踏まえ

て検討し、７月中に改めて発表するとのことです。

【雇用調整助成金等（中小企業の場合）】

・令和３年４月末までの特例措置

助成率 4/5（解雇等行わないとき10/10

日額上限額 15,000円

・令和３年５月～８月末までの特例措置

助成率 4/5（解雇等行わないとき 9/10）

日額上限額 13,500円

・令和３年５月～８月末までの「地域特例」※1・

「業況特例」※2

助成率 4/5（解雇等行わないとき10/10

日額上限額 15,000円

※1 地域特例 緊急事態措置または馬円恵防止

等重点措置を実施すべき区域において、知

事による所定の要請を受けて営業時間の短

縮に協力する事業主

※2 業況特例 生産指標が最近3ヶ月の平均で

前年または前々年同期比30％以上減の全国

の事業主

今回の事務所ニュースは以上のとおりです。記事内

容など、詳細はお問い合わせください。 （塩澤）
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